
 

今年の冬休みは，１２月２７日（金）から令和７年１月６日（月）までです。 

家族とのふれあいを大切にして楽しく，めあてをもって生活しましょう。 
 

 

 
 
 
 

１  健 康 で 安 全 な く ら し   

○「早ね・早おき・朝ごはん」＋「歯みがき」で，規則正しい生活をしよう。 

○テレビやゲーム，スマホは，家の人と決めた約束を守って使おう。 

 ・SNSやインターネット等の使い方についてもしっかりと話し合おう。 

○交通安全に気を付けよう。 

・自転車に乗る時はヘルメットをかぶります。 ※保険に入っていますか？ 

・交差点では一旦停止し，車などがいないか必ず確認しましょう。 

２  学 習 の あ る く ら し   

○めあてをもってやりぬこう。 

○これまでに学習してきたことを復習しよう。 

○冬休みにしかできないことに挑戦しよう。 

 ・苦手な問題をできるようにする 

 ・たくさんの本を読む      など 

３  家 族 や 地 域 の 一 員 と し て の く ら し   

○家族のために，自分でできるお手伝いを頑張ろう。 ※大掃除の手伝い 

○家族とふれ合う時間をもちましょう。 ※冬休みチャレンジ 

○地域の行事に参加しよう。 

４  友 達 と 関 わ り の あ る く ら し   

○約束を守って友達と仲良く元気に遊ぼう。 

   ・いつ，どこで，誰と遊び，何時に帰ってくるのかをお家の人に伝えよう。 

・危険な場所（川，用水路，工事現場，道路など）では遊びません。 

   ・危険な遊び（エアガン，火遊びなど）をしません。 

   ・お金や物の貸し借り（おごったり，おごられたり）はしません。 

 

 

 

                           今渡北小学校 

令和６年１２月 
冬休みのくらし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談先】  ○心配なことや困ったこと，相談したいことがあれば学校に連絡してください。 

○事件・事故や不審者情報・不審電話等があった場合は，警察へ通報してください。 
 

◇ 今渡北小学校・・・・・・・・・・ＴＥＬ （０５７４）６３-１５００ 

（冬季休暇：平日８：１５～１６：４５  １２/２８～１/３の期間と土日は可児市教育委員会へ） 

◇ 可児警察署・・・・・・・・・・・・ＴＥＬ （０５７４）６１-０１１０ 

◇ 可児市教育委員会・・・・・・ＴＥＬ （０５７４）６２-１１１１ 
 

 

【いじめ・不登校・虐待・学習・進路・人権に関すること等についての相談窓口】 

◇ ２４時間子供 SOS ダイヤル・・・TEL ０１２０-０-７８３１０（夜間・休日 24 時間） 

◇ 教育相談ほほえみダイヤル・・・・TEL ０１２０-７４５-０７０（携帯電話では不通） 

◇ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・個人用タブレットの「こまったときの相談先」にある各種ダイヤル 

 

長期休暇の約束                   令和６年度 今渡北小学校 

 

① 交通事故の防止・・・・・・飛び出し禁止・自転車に乗る時はヘルメットを必ず着用する。 
 

② 不審者対応・・・・・・・・・遅い時間や，人通りや家が少ない場所の一人歩きはしない。外出時の

トイレは，一人で 行かない。また，プライベートゾーンをあらわにした

ような開放的な服装は控える。「子ども１１０番の家」の場所を確認し，

非常時に逃げ込めるようにする。 
 

③ 不審電話（聞きだし）・・答えない。住所や電話番号を教えない。 
 

④ 水難事故防止・・・・・・・水辺（愛知用水・木曽川・可児川）等の危険な場所には，子どもだけで行

かない。 
 

⑤ 危険な遊びの防止・・・・エアガン（ビービー弾）・火遊びはしない。 
 

⑥ 万引き防止・・・・・・・・・・用事のない時は，店に行かない。お店に迷惑になることをしない。 
 

⑦ あいさつ・・・・・・・・・・・・気持ちのよいあいさつを家族や地域の方と交わす。 
 

 

校外生活の約束    可茂地区小中高特生徒指導連絡協議会 
可茂地区ＰＴＡ連合会 

 

１．次の場所へは，保護者と一緒でなければ出入りしません。 

①ゲームセンター（コーナー） ②喫茶店（漫画喫茶及びインターネットカフェを含む） 

③カラオケボックス ④映画館 ⑤ボウリング場 ⑥バッティングセンター 

２．スーパー，デパート，コンビニなどで，長い時間集まっていたり，座り込んだりするなど， 

お店や周りの人たちに迷惑になることをしません。 

３．登下校時には，店に立ち寄って飲んだり食べたりしません。 

４．友人宅などへの外泊は，保護者の許可のない限り，しません。 

５．夜の外出は，保護者の許可のない限り，しません。（午後１０時以降は補導の対象になります） 

６．友達どうしでの金銭の貸し借り，ものの売り買いをしません。 

７．キャンプ・スキー・スノーボード・海水浴・旅行などは，保護者や大人の引率なしではしません。 

８．ヘルメットなしでは自転車に乗りません。 

９．ネットにつながる情報端末（ゲーム機・ケータイ・スマホ等）を使う場合は，家庭でのルールを

作って，それを守ります。（保護者は，子どものケータイ等にフィルタリング等のセキュリティ対

策をします） 


